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付
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山
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▼
入
院
や
施
設
入
所
な
ど
に
よ
り
市

外
で
接
種
す
る
場
合
は
、
事
前
に
手

続
き
が
必
要
で
す
。
健
康
福
祉
課
健

康
推
進
係
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

助成対象者 回数
(上限)

助成額
（1回につき）

予診票の申請に
必要なもの

満1歳以上の幼児
（生年月日：Ｈ29.4.2～Ｒ4.12.31） ２回 2,500円

母子健康手帳小学生 ２回 1,000円
中学生 1回 1,000円
満60～64歳で次のいずれかに該当する人
▶心臓、呼吸器、腎臓に障がい（身体障害
者手帳1種1級程度）がある
▶ヒト免疫不全ウイルスにより重度の免
疫低下をきたしている

1回 2,200円 身体障害者手帳

満65歳以上の人 1回 2,200円

表　5年度インフルエンザ予防接種の助成対象者と回数、助成額など

保健のひろば
健康福祉課健康推進係 ☎・内線1095

◆養育費用の支給
　里親になり子どもを養育している人には、子ど
もの養育費（生活費など）が支給されます。このほ
か養育里親と専門里親には、手当が支給されます。

子育てＮＥＷＳ
地域福祉課児童福祉係 ☎・内線1101

◆里親とは
　親の事故や病気などの事情により家庭での生活
が困難な子どもを自分の家庭に迎え入れ、温かい
愛情と正しい理解を持って養育する人のことです。
　児童福祉法に基づいて県がお願いするもので、
希望する人は定められた研修を受講し、県福祉総
合相談センターと市の職員が家庭訪問をして認定
します。
◆里親の現状
　国では、これまで施設で養育してきた子どもた
ちを、より家庭的な環境の中で養育させたいとい
う方針ですが、現在の里親に登録している世帯数
では対応が困難であるとされています。
　県内では5年８月1日現在で218世帯（当市で
は2世帯）が登録していますが、より多くの家庭の
協力が望まれています。

里親ってどんな制度？里親ってどんな制度？ 種類 内容

養育里親
さまざまな事情により家庭で暮らせない
子どもを、一定期間、自分の家庭で養育す
る里親

専門里親
養育里親のうち、虐待、非行、障害などの
理由により、専門的な援助を必要とする子
どもを養育する里親

養子縁組を希
望する里親

養子縁組によって、子どもの里親となるこ
とを希望する里親

親族里親
実親の死亡、行方不明などにより養育でき
ない場合に、祖父母などの親族が子どもを
養育する里親

◆里親の種類

県福祉総合相談センターでは「里親出前講座」を開いて
います。参加者が少数でも出向きますので、興味があ
る人は問い合わせてください。

◆問い合わせ先
地域福祉課児童福祉係または県福祉総合相談セン
ター（☎019-629-9608）
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